
［償還払いの基本的な手続きのイメージ］

問い合わせ先

豊浦町役場 町民課 子育て支援係 TEL：０１４２－８３－１４０５

mail：kosodate@town.hokkaido-toyoura.lg.jp

認可外保育施設 等

保護者の皆様
豊浦町役場

※0～2歳は非課税世帯のみ適用されます。

※施設によって、手続きが異なる場合があります。

※無償化の対象は保育料です。通園送迎費、食材料費、行事費などは、これ

までどおり保護者の負担になります。ご注意ください。

④施設等利用費の請求
（３ヶ月毎）

⑤施設等利用費の支払い
（3～5歳:月額上限3.7万円まで）
（0～2歳:月額上限4.2万円まで）

②利用料の
支払い

①利用契約

③領収証等
の発行


